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(57)【要約】
【課題】より簡単な構成または手法により、可変圧縮比
機構の異常を判定できる技術を提供する。
【解決手段】可変圧縮比内燃機関の排気系に触媒コンバ
ータを備え、触媒コンバータの上流側にＡ／Ｆセンサを
、下流側にＯ２センサを備える。可変圧縮比機構の異常
判定時には、内燃機関の圧縮比を異常判定圧縮比に設定
し、さらに排気の空燃比をリーンからリッチに反転させ
る（Ｓ１０４）。その際の、Ａ／Ｆセンサの出力変化時
期と、Ｏ２センサの出力変化時期との時間差を取得して
、その値から実際の圧縮比の値を導出する（Ｓ１０５）
。この実際の圧縮比の値と異常判定圧縮比の差の大きさ
に基づいて、可変圧縮比機構の異常判定を行なう（Ｓ１
０６～Ｓ１０８）。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関の圧縮比を変更可能な可変圧縮比機構と、
　前記可変圧縮比機構によって圧縮比を目標圧縮比に設定する圧縮比制御手段と、
　前記内燃機関からの排気の温度を取得する温度取得手段と、
　前記圧縮比制御手段により設定された目標圧縮比または該目標圧縮比に関する指標値と
、圧縮比が該目標圧縮比に設定された状態において前記温度取得手段により取得された排
気の温度とによって、前記可変圧縮比機構の異常判定を行う異常判定手段と、
　を備えることを特徴とする可変圧縮比内燃機関。
【請求項２】
　前記内燃機関からの排気の空燃比を変化させる空燃比切換手段と、
　前記内燃機関からの排気が流通する排気通路に設けられ、該排気通路を通過する排気を
浄化する排気浄化触媒と、
　前記排気通路の前記排気浄化触媒の上流側における前記排気の空燃比である上流側空燃
比を検出する上流側空燃比センサと、
　前記排気通路の前記排気浄化触媒の下流側における前記排気の空燃比である下流側空燃
比を検出する下流側空燃比センサと、をさらに備え、
　前記温度取得手段は、
　前記空燃比切換手段が前記排気の空燃比を変化させた際の、前記上流側空燃比の変化時
期と、前記下流側空燃比の変化時期との差によって前記排気の温度を取得することを特徴
とする請求項１に記載の可変圧縮比内燃機関。
【請求項３】
　前記異常判定手段は、圧縮比が前記目標圧縮比に設定された状態で前記温度取得手段に
より取得された排気の温度から実際の圧縮比を導出し、前記目標圧縮比と実際の圧縮比と
の差が所定値より大きい場合に、前記可変圧縮比機構が異常と判定することを特徴とする
請求項１または２に記載の可変圧縮比内燃機関。
【請求項４】
　前記異常判定手段は、圧縮比が所定の第１目標圧縮比に設定された状態で前記温度取得
手段により取得された排気の温度から実際の圧縮比である第１実圧縮比を導出し、圧縮比
が所定の第２目標圧縮比に設定された状態で前記温度取得手段により取得された排気の温
度から実際の圧縮比である第２実圧縮比を導出し、前記第１目標圧縮比と前記第２目標圧
縮比の差分と、前記第１実圧縮比と前記第２実圧縮比の差分との差が所定値より大きい場
合に、前記可変圧縮比機構が異常と判定することを特徴とする請求項１または２に記載の
可変圧縮比内燃機関。
【請求項５】
　前記異常判定手段が前記可変圧縮比機構の異常判定を行う前に、前記排気浄化触媒の動
作確認を行うことを特徴とする請求項２に記載の可変圧縮比内燃機関。
【請求項６】
　前記異常判定手段が前記可変圧縮比機構の異常判定を行う前に、前記上流側空燃比セン
サおよび／または前記下流側空燃比センサの動作確認を行うことを特徴とする請求項２に
記載の可変圧縮比内燃機関。
【請求項７】
　内燃機関の圧縮比を変更可能な可変圧縮比機構と、
　前記可変圧縮比機構によって圧縮比を目標圧縮比に設定する圧縮比制御手段と、
　前記内燃機関からの排気の空燃比を変化させる空燃比切換手段と、
　前記内燃機関からの排気が流通する排気通路に設けられ、該排気を浄化する排気浄化触
媒と、
　を備えた可変圧縮比内燃機関における、可変圧縮比機構の異常判定方法であって、
　前記空燃比切換手段が前記排気の空燃比を変化させた際の、前記排気浄化触媒の上流側
の空燃比の変化の時期と、前記排気浄化触媒の下流側の空燃比の変化の時期との時間差と
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、前記目標圧縮比とから、前記可変圧縮比機構の異常判定を行うことを特徴とする可変圧
縮比機構の異常判定方法。
【請求項８】
　前記可変圧縮比機構によって圧縮比を目標圧縮比に設定する圧縮比設定工程と、
　前記空燃比切換手段が前記排気の空燃比を変化させる空燃比切換工程と、
　前記空燃比を変化させた際の前記排気浄化触媒の上流側の空燃比の変化時期と、前記排
気浄化触媒の下流側の空燃比の変化時期との時間差を検出する時間差検出工程と、
　前記時間差検出工程で検出された時間差から実際の圧縮比を導出する実圧縮比導出工程
と、
　前記圧縮比設定工程で設定された目標圧縮比と前記実圧縮比導出工程で導出された実際
の圧縮比とを比較し、両者の差が所定値より大きい場合に、前記可変圧縮比機構が異常と
判定する異常判定工程と、
　を有することを特徴とする請求項７に記載の可変圧縮比機構の異常判定方法。
【請求項９】
　前記可変圧縮比機構によって圧縮比を所定の目標圧縮比に設定する圧縮比設定工程と、
　前記空燃比切換手段が前記排気の空燃比を変化させる空燃比切換工程と、
　前記空燃比を変化させた際の前記排気浄化触媒の上流側の空燃比の変化時期と、前記排
気浄化触媒の下流側の空燃比の変化時期との時間差を検出する時間差検出工程と、
　前記時間差検出工程で検出された時間差から実際の圧縮比を導出する実圧縮比導出工程
と、
　前記圧縮比設定工程で設定された目標圧縮比と、前記実圧縮比導出工程で導出された実
際の圧縮比とから前記可変圧縮比機構の異常を判定する異常判定工程と、を有し、
　前記目標圧縮比を所定の第１目標圧縮比とした場合の実際の圧縮比である第１実圧縮比
と、前記目標圧縮比を所定の第２目標圧縮比とした場合の実際の圧縮比である第２実圧縮
比と、が導出され、
　前記異常判定工程では、前記第１目標圧縮比と前記第２目標圧縮比の差分と、前記第１
実圧縮比と前記第２実圧縮比の差分との差が所定値より大きい場合に、前記可変圧縮比機
構が異常と判定することを特徴とする請求項７に記載の可変圧縮比機構の異常判定方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内燃機関における圧縮比を制御する可変圧縮比機構を備えた可変圧縮比内燃
機関及び、可変圧縮比機構の異常判定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、内燃機関の燃費性能や出力性能などを向上させることを目的とした、内燃機関の
圧縮比を可変にする可変圧縮比機構を備える技術が提案されている。この種の技術として
は、シリンダブロックとクランクケースとを相対移動可能に連結するとともにその連結部
分にカム軸を設け、前記カム軸を回動させてシリンダブロックとクランクケースとを、気
筒の軸線方向に相対移動させることで燃焼室の容積を変更し、以て内燃機関の圧縮比を変
更する技術が公知である（例えば、特許文献１を参照。）。
【０００３】
　また、別の可変圧縮比機構としては、コンロッドを２分割し、クランクシャフトに連結
された方のコンロッドに所定の揺動中心を中心に揺動可能な揺動部材を連結し、前記揺動
中心がカム軸を回転させることによって移動することで燃焼室の容積及びピストンのスト
ロークを変更し、以って内燃機関の圧縮比を変更する機構も提案されている（例えば、特
許文献２を参照。）。
【０００４】
　しかしながら、上記のような可変圧縮比内燃機関において、何らかの原因で可変圧縮比
機構が正常に作動しなくなった場合には、圧縮比が過度に低くなり燃焼が不安定になった
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り、圧縮比が過度に高くなりノッキングが発生したりするなど、燃焼状態が異常となるお
それがある。従って、可変圧縮比機構が正常に作動していることを適時に確認することが
必要となる。
【０００５】
　これに関し、空燃比を所定空燃比に制御する空燃比制御手段と、圧縮比可変機構とを備
えており、機関の燃焼圧力を検出する圧力センサと、燃焼圧力の変化から燃焼速度を検出
する燃焼速度検出手段と、機関運転条件に応じて燃焼速度の基準値を設定する基準値設定
手段と、この基準値と実際の燃焼速度とを比較して圧縮比の異常を判定する異常判定手段
とを備える技術が公知となっている(例えば、特許文献３を参照。)。
【０００６】
　しかしながら、上記の故障検出においては圧力センサやその駆動回路及び信号処理回路
が特別に必要となり、コストアップや、センサを設けたことによる内燃機関の耐久性の低
下などの問題を生じるおそれがあった。
【特許文献１】特開２００３－２０６７７１号公報
【特許文献２】特開２００１－３１７３８３号公報
【特許文献３】実公平６－４０４９号公報
【特許文献４】特開２００３－１６１１７５号公報
【特許文献５】特開２００３－１４８２３０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記従来技術の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところ
は、より簡単な構成または処理により、可変圧縮比機構の異常を判定できる技術を提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するための本発明は、内燃機関の排気の温度を取得し、取得された温度
が、可変圧縮比機構によって設定された圧縮比に対して妥当な温度か否かより、可変圧縮
比機構の異常判定を行なうことを最大の特徴とする。
【０００９】
　より詳しくは、内燃機関の圧縮比を変更可能な可変圧縮比機構と、
　前記可変圧縮比機構によって圧縮比を目標圧縮比に設定する圧縮比制御手段と、
　前記内燃機関からの排気の温度を取得する温度取得手段と、
　前記圧縮比制御手段により設定された目標圧縮比または該目標圧縮比に関する指標値と
、圧縮比が該目標圧縮比に設定された状態において前記温度取得手段により取得された排
気の温度とによって、前記可変圧縮比機構の異常判定を行う異常判定手段と、
　を備えることを特徴とする。
【００１０】
　ここで、内燃機関の圧縮比が高い場合には、燃焼効率が高いために燃料の有するエネル
ギーのより多くが機関出力となり、排気の温度は相対的に低くなる。一方、圧縮比が低い
場合には、燃焼効率が低いために燃料の有するエネルギーのうち機関出力となる部分が減
少し、一方で機関出力とならなかったエネルギーが排気に与えられるので、排気の温度が
相対的に上昇する。
【００１１】
　従って、内燃機関の排気の温度は、内燃機関の圧縮比と高い相関を有する。本発明は、
この、内燃機関の排気の温度と圧縮比との相関に着目したものである。すなわち、排気の
温度が圧縮比制御手段によって設定された目標圧縮比に対して妥当か否かを判断し、排気
の温度が圧縮比制御手段によって設定された目標圧縮比に対して妥当でない場合には、可
変圧縮比機構の作動が異常であると判定する。なお、この異常判定には、圧縮比制御手段
によって設定された目標圧縮比の値そのものが用いられてもよいし、目標圧縮比に関する
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指標値が用いられてもよい。この、目標圧縮比に関する指標値とは、例えば、可変圧縮比
機構に対する制御指示量など目標圧縮比の代替量となりうる値であってもよい。また、目
標圧縮比を、その圧縮比に対応する排気の温度に変換した値などでもよい。
【００１２】
　これによれば、簡単な構成により、可変圧縮比機構の異常判定を行なうことができる。
【００１３】
　また、本発明においては、前記内燃機関からの排気の空燃比を変化させる空燃比切換手
段と、
　前記内燃機関からの排気が流通する排気通路に設けられ、該排気通路を通過する排気を
浄化する排気浄化触媒と、
　前記排気通路の前記排気浄化触媒の上流側における前記排気の空燃比である上流側空燃
比を検出する上流側空燃比センサと、
　前記排気通路の前記排気浄化触媒の下流側における前記排気の空燃比である下流側空燃
比を検出する下流側空燃比センサと、をさらに備え、
　前記温度取得手段は、
　前記空燃比切換手段が前記排気の空燃比を変化させた際の、前記上流側空燃比の変化時
期と、前記下流側空燃比の変化時期との差によって前記排気の温度を取得するようにして
もよい。
【００１４】
　ここでは、内燃機関の排気通路に、例えば三元触媒や吸蔵還元型ＮＯx触媒などの排気
浄化触媒を備え、さらに、排気浄化触媒の上流側の空燃比（上流側空燃比）を検出する上
流側空燃比センサと、排気浄化触媒の下流側の空燃比（下流側空燃比）を検出する下流側
空燃比センサとを備えるようにした。また、例えば内燃機関の燃料噴射量を増加させ、あ
るいは副噴射を行なうことにより排気の空燃比を制御する空燃比切換手段を備えるように
した。
【００１５】
　この場合において、排気の温度が低いときには、排気浄化触媒の温度も低温になるため
、排気浄化触媒中におけるＯ２の移動速度が遅くなる。そうすると、例えば空燃比がリー
ンからリッチに変化（反転）した直後は、ＨＣ、ＣＯなどの燃料の未燃成分は、排気浄化
触媒を通過する際にＯ２と反応しづらく、排気浄化触媒中で酸化されずにそのまま排出さ
れ易くなる。その結果、下流側空燃比センサによって検出される下流側空燃比は比較的早
期に、且つ急峻に変化する。
【００１６】
　一方、排気の温度が高いときには、排気浄化触媒中におけるＯ２の移動速度が速くなる
。そうすると、空燃比がリーンからリッチに変化（反転）した直後から、ＨＣ、ＣＯなど
の燃料の未燃成分は、排気浄化触媒を通過する際にＯ２と反応し易くなり、逆に排気浄化
触媒から未酸化のまま排出されづらくなる。そして、触媒中のＯ２が消費され、ＨＣ、Ｃ
ＯなどとＯ２との反応が収拾した後にＨＣ、ＣＯなどが排気浄化触媒を通過して下流側に
排出されるようになる。その結果、下流側空燃比センサによって検出される下流側空燃比
の値は比較的遅く変化し、且つ変化も緩やかとなる。
【００１７】
　本発明においては、このことに着目し、上流側空燃比センサによって検出される上流側
空燃比の変化時期と、下流側空燃比センサによって検出される下流側空燃比の変化時期と
の差によって前記排気の温度を取得することとした。これによれば、温度取得のために新
たなセンサなどを備える必要がなく、簡単な構成で排気の温度を取得することができ、こ
の温度を利用して、可変圧縮比機構の異常判定を行なうことができる。その結果、装置の
コストダウンを促進でき、また、新たなセンサの劣化検出を行う必要性を排除でき、装置
の制御を単純化することができる。
【００１８】
　また、本発明においては、前記異常判定手段は、圧縮比が前記目標圧縮比に設定された
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状態で前記温度取得手段により取得された排気の温度から実際の圧縮比を導出し、前記目
標圧縮比と実際の圧縮比との差が所定値より大きい場合に、前記可変圧縮比機構が異常と
判定するようにしてもよい。
【００１９】
　ここで前述のように、内燃機関の圧縮比と排気の温度との間には高い相関がある。した
がって、本発明において異常判定手段は、圧縮比が前記目標圧縮比に設定された状態で前
記温度取得手段により取得された排気の温度から実際の圧縮比を導出し、導出された実際
の圧縮比と目標圧縮比とを比較し、その差が所定値より大きい場合には、可変圧縮比機構
が異常と判定する。ここで所定値とは、排気の温度から得られた実際の圧縮比と、目標圧
縮比とがこれより大きい場合には、可変圧縮比機構が異常であると判断できる閾値であり
、予め実験などによって求められる値である。
【００２０】
　これによれば、簡単な構成及び手法で、より精度よく、可変圧縮比機構の異常を検出す
ることができる。
【００２１】
　また、本発明においては、前記異常判定手段は、圧縮比が所定の第１目標圧縮比に設定
された状態で前記温度取得手段により取得された排気の温度から実際の圧縮比である第１
実圧縮比を導出し、圧縮比が所定の第２目標圧縮比に設定された状態で前記温度取得手段
により取得された排気の温度から実際の圧縮比である第２実圧縮比を導出し、前記第１目
標圧縮比と前記第２目標圧縮比の差分と、前記第１実圧縮比と前記第２実圧縮比の差分と
の差が所定値より大きい場合に、前記可変圧縮比機構が異常と判定するようにしてもよい
。
【００２２】
　これによれば、目標圧縮比の変化に対して実際の圧縮比の変化が、充分に近い値となっ
ているか否かにより、可変圧縮比機構の異常判定をすることができるので、実際の圧縮比
を導出する際の絶対値の誤差要因をキャンセルすることができるので、より精度よく、可
変圧縮比機構の異常を検出することができる。
【００２３】
　また、本発明においては、前記異常判定手段が前記可変圧縮比機構の異常判定を行う前
に、前記排気浄化触媒の動作確認を行うようにしてもよい。また、前記異常判定手段が前
記可変圧縮比機構の異常判定を行う前に、前記上流側空燃比センサおよび／または前記下
流側空燃比センサの動作確認を行うようにしてもよい。
【００２４】
　これにより、排気浄化触媒が正常に作動すること、または、空燃比センサが正常に作動
することを確認した上で、上流側空燃比の変化時期と、下流側空燃比の変化時期との差を
取得し、これによって前記排気の温度を取得することが可能になる。従って、より正確に
、可変圧縮比機構の異常判定を行なうことができる。
【００２５】
　また、本発明は、内燃機関の圧縮比を変更可能な可変圧縮比機構と、
　前記可変圧縮比機構によって圧縮比を目標圧縮比に設定する圧縮比制御手段と、
　前記内燃機関からの排気の空燃比を変化させる空燃比切換手段と、
　前記内燃機関からの排気が流通する排気通路に設けられ、該排気を浄化する排気浄化触
媒と、
　を備えた可変圧縮比内燃機関における、可変圧縮比機構の異常判定方法であって、
　前記空燃比切換手段が前記排気の空燃比を変化させた際の、前記排気浄化触媒の上流側
の空燃比の変化の時期と、前記排気浄化触媒の下流側の空燃比の変化の時期との時間差と
、前記目標圧縮比とから、前記可変圧縮比機構の異常判定を行うことを特徴とする可変圧
縮比機構の異常判定方法であってもよい。
【００２６】
　これによれば、より簡単な処理により、可変圧縮比機構の異常判定を行なうことができ
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る。
【００２７】
　また、上記の可変圧縮比機構の異常判定方法は、前記可変圧縮比機構によって圧縮比を
目標圧縮比に設定する圧縮比設定工程と、
　前記空燃比切換手段が前記排気の空燃比を変化させる空燃比切換工程と、
　前記空燃比を変化させた際の前記排気浄化触媒の上流側の空燃比の変化時期と、前記排
気浄化触媒の下流側の空燃比の変化時期との時間差を検出する時間差検出工程と、
　前記時間差検出工程で検出された時間差から実際の圧縮比を導出する実圧縮比導出工程
と、
　前記圧縮比設定工程で設定された目標圧縮比と前記実圧縮比導出工程で導出された実際
の圧縮比とを比較し、両者の差が所定値より大きい場合に、前記可変圧縮比機構が異常と
判定する異常判定工程と、
　を有するようにしてもよい。
【００２８】
　これによれば、特別なセンサなどを用いることなく、より簡単に可変圧縮比機構の異常
判定を行なうことができる。
【００２９】
　また、上記の可変圧縮比機構の異常判定方法は、前記可変圧縮比機構によって圧縮比を
所定の目標圧縮比に設定する圧縮比設定工程と、
　前記空燃比切換手段が前記排気の空燃比を変化させる空燃比切換工程と、
　前記空燃比を変化させた際の前記排気浄化触媒の上流側の空燃比の変化時期と、前記排
気浄化触媒の下流側の空燃比の変化時期との時間差を検出する時間差検出工程と、
　前記時間差検出工程で検出された時間差から実際の圧縮比を導出する実圧縮比導出工程
と、
　前記圧縮比設定工程で設定された目標圧縮比と、前記実圧縮比導出工程で導出された実
際の圧縮比とから前記可変圧縮比機構の異常を判定する異常判定工程と、を有し、
　前記目標圧縮比を所定の第１目標圧縮比とした場合の実際の圧縮比である第１実圧縮比
と、前記目標圧縮比を所定の第２目標圧縮比とした場合の実際の圧縮比である第２実圧縮
比と、が導出され、
　前記異常判定工程では、前記第１目標圧縮比と前記第２目標圧縮比の差分と、前記第１
実圧縮比と前記第２実圧縮比の差分との差が所定値より大きい場合に、前記可変圧縮比機
構が異常と判定するようにしてもよい。
【００３０】
　これによれば、実際の圧縮比を導出する際の絶対値の誤差要因をキャンセルすることが
できるので、より精度よく、可変圧縮比機構の異常を検出することができる。
【００３１】
　なお、上記した本発明の課題を解決する手段については、可能なかぎり組み合わせて用
いることができる。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明にあっては、より簡単な構成または処理により、可変圧縮比機構の異常を判定で
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下に図面を参照して、この発明を実施するための最良の形態を例示的に詳しく説明す
る。
【実施例１】
【００３４】
　図１は、圧縮比を可変とする可変圧縮比内燃機関（以下、単に「内燃機関」ともいう）
１の概略構成を表す図である。尚、本実施の形態においては、内燃機関１を簡潔に表示す
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るため、一部の構成要素の表示を省略している。シリンダ２内の燃焼室には、シリンダヘ
ッド１０に設けられた吸気ポート１８を介して吸気管１９が接続されている。シリンダ２
への吸気の流入は吸気弁５によって制御される。吸気弁５の開閉は、吸気側カム７の回転
駆動によって制御される。
【００３５】
　また、シリンダ２内の燃焼室には、シリンダヘッド１０に設けられた排気ポート２０を
介して、排気管２１が接続されている。シリンダ２外への排気の排出は排気弁６によって
制御される。排気弁６の開閉は排気側カム８の回転駆動によって制御される。更に、吸気
ポート１８には燃料噴射弁１７が、吸気管１９にはスロットル弁２２が設けられている。
【００３６】
　また、排気管２１には排気管２１を流通する排気中のＨＣ、ＮＯx、ＣＯなどを浄化す
る三元触媒を備えた触媒コンバータ２５が配置されている。また、排気管２１における触
媒コンバータ２５の上流側には、触媒コンバータ２５の上流側を通過する排気の空燃比を
検出するＡ／Ｆセンサ２７が上流側空燃比センサとして配置されている。また、排気管２
１における触媒コンバータ２５の下流側には、触媒コンバータ２５の下流側を通過する排
気の酸素濃度を検出するＯ２センサ２９が下流側空燃比センサとして配置されている。さ
らに、シリンダ２の頂部には、点火プラグ１６が設けられている。そして、内燃機関１の
クランクシャフト１３にコンロッド１４を介して連結されたピストン１５が、シリンダ２
内で往復運動を行う。
【００３７】
　ここで、内燃機関１においては、可変圧縮比機構９によって、シリンダブロック３をク
ランクケース４に対してシリンダ２の軸線方向に相対移動させることで、内燃機関１の機
械圧縮比が変更される。即ち、可変圧縮比機構９が、シリンダブロック３と共にシリンダ
ヘッド１０を、シリンダ２の軸線方向にクランクケース４に対して相対移動させることに
よって、シリンダブロック３、シリンダヘッド１０およびピストン１５によって構成され
る燃焼室の容積が変更され、その結果、内燃機関１の機械圧縮比が可変制御される。例え
ば、シリンダブロック３がクランクケース４から遠ざかる方向に相対移動されると、燃焼
室容積が増えて機械圧縮比が低下する。
【００３８】
　可変圧縮比機構９は、軸部９ａと、軸部９ａの中心軸に対して偏心された状態で軸部９
ａに固定された正円形のカムプロフィールを有するカム部９ｂと、カム部９ｂと同一外形
を有し軸部９ａに対して回転可能且つカム部９ｂと同じように偏心状態で取り付けられた
可動軸受部９ｃと、軸部９ａと同心状に設けられたウォームホイール９ｄと、ウォームホ
イール９ｄと噛み合うウォーム９ｅと、ウォーム９ｅを回転駆動させるウォーム駆動モー
タ９ｆによって構成される。そして、カム部９ｂはシリンダブロック３に設けられた収納
孔内に設置され、可動軸受部９ｃはクランクケース４に設けられた収納孔内に設置され、
また、ウォーム駆動モータ９ｆは、シリンダブロック３に固定されており、シリンダブロ
ック３と一体的に移動する。ここで、ウォーム駆動モータ９ｆからの駆動力は、ウォーム
９ｅとウォームホイール９ｄとを介して軸部９ａに伝えられる。そして、偏心状態にある
カム部９ｂ、可動軸受部９ｄが駆動されることで、シリンダブロック３がクランクケース
４に対してシリンダ２の軸線方向に相対移動させられる。
【００３９】
　また、内燃機関１には、該内燃機関１を制御するための電子制御ユニット（以下、「Ｅ
ＣＵ」という）９０が併設されている。このＥＣＵ９０は、ＣＰＵの他、後述する各種の
プログラム及びマップを記憶するＲＯＭ、ＲＡＭ等を備えており、内燃機関１の運転条件
や運転者の要求に応じて内燃機関１の運転状態等を制御するユニットである。このＥＣＵ
９０は本実施例において圧縮比制御手段に相当する。
【００４０】
　ここで、アクセル開度センサ９２がＥＣＵ９０と電気的に接続されており、ＥＣＵ９０
はアクセル開度に応じた信号を受け取り、それより内燃機関１に要求される機関負荷等を
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算出する。また、クランクポジションセンサ９１がＥＣＵ９０と電気的に接続されており
、ＥＣＵ９０は内燃機関１の出力軸の回転角に応じた信号を受け取り、内燃機関１の機関
回転速度や、該機関回転速度とギア比等から内燃機関１が搭載されている車両の車両速度
等を算出する。また、吸気管１９におけるスロットル弁２２や、シリンダヘッド１０にお
ける点火プラグ１６及び燃料噴射弁１７もＥＣＵ９０と電気的に接続されており、ＥＣＵ
９０からの指令信号に基づいて作動する。
【００４１】
　更に、可変圧縮比機構９を構成するウォーム駆動モータ９ｆがＥＣＵ９０と電気的に接
続されている。そして、ＥＣＵ９０からの指令によりウォーム駆動モータ９ｆが駆動され
て、可変圧縮比機構９による内燃機関１の機械圧縮比の変更が行われる。この内燃機関１
の機械圧縮比の変更は、暖機終了後の通常運転時は内燃機関１の運転状態に基づいて行わ
れる。例えば、内燃機関１の運転状態を機関負荷と機関回転速度で表す場合、低機関負荷
から高機関負荷になるに従い又は低機関回転速度から高機関回転速度になるに従い、シリ
ンダブロック３をクランクケース４から遠ざける方向にウォーム駆動モータ９ｆを駆動し
て、内燃機関１の機械圧縮比を高圧縮比から低圧縮比へと移行させる。
【００４２】
　ここで、上記の可変圧縮比機構９に何らかの異常が発生した場合、例えば低機関負荷ま
たは低機関回転数の運転状態において圧縮比が過度に低圧縮比側になった場合には、燃焼
が不安定になり、失火やエミッションの悪化が生じるおそれがある。一方、高機関負荷ま
たは高機関回転数の運転状態において圧縮比が過度に高圧縮比側となった場合には、ノッ
キングが生じるおそれがある。さらには、ピストン１５と吸気弁５または排気弁６とが衝
突して内燃機関１が破損するおそれもある。
【００４３】
　従って、内燃機関１においては、可変圧縮比機構９が正常に作動しているか否かを適時
に判定する必要がある。可変圧縮比機構９の異常判定方法としては、各気筒２における燃
焼時の燃焼圧力を検出し、当該燃焼圧力が正常値か否かで検出する方法もある。しかしな
がら、車輌において燃焼圧力を計測するには、圧力センサやその信号を処理する演算装置
を設ける必要があり、コストや耐久性の点で最適な方法とは言えなかった。
【００４４】
　そこで、本実施例においては、ポスト噴射によって排気管２１を通過する排気の空燃比
をリーンからリッチに変化（反転）させ、その際のＡ／Ｆセンサ２７の出力信号と、Ｏ２

センサ２９の出力信号変化の時間差から、排気管２１を通過する排気の温度を検出するこ
ととした。
【００４５】
　次に、図２を用いて、ポスト噴射によって排気管２１を通過する排気の空燃比をリーン
からリッチに変化（反転）させ、その際のＡ／Ｆセンサ２７の出力信号と、Ｏ２センサ２
９の出力信号変化の時間差を検出することにより、排気管２１を通過する排気の温度を取
得する原理について説明する。
【００４６】
　ポスト噴射によって排気の空燃比がリーンからリッチに変化（反転）した場合、触媒コ
ンバータ２５の上流側に配置されたＡ／Ｆセンサ２７の出力は、図２の上段のグラフに示
すように空燃比の切換直後に変化する。そして、その後、燃料の未燃成分であるＨＣ、Ｃ
Ｏ等は触媒コンバータ２５に到達する。その際、排気の温度が低温である場合には、触媒
の床温も低く、触媒コンバータ２５に備えられた三元触媒中においてＯ２が移動する速度
が遅くなっている。従って、空燃比の変化（反転）直後には、触媒コンバータ２５に到達
した排気中のＨＣ、ＣＯと三元触媒中のＯ２とが反応することができず、ＨＣ、ＣＯが触
媒コンバータ２５で酸化されずにそのまま下流側に排出される。従って、Ｏ２センサ２９
の出力は比較的早期に変化するので、排気の温度が低温の場合には、図２の中段のグラフ
に示すように、空燃比変化（反転）時のＡ／Ｆセンサ２７の出力変化と、Ｏ２センサ２９
の出力変化との時間差は短くなる。
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【００４７】
　これに対し、排気の温度が高温である場合には触媒の温度も高く、触媒コンバータ２５
に備えられた三元触媒中においてＯ２が移動する速度が速くなる。従って、空燃比の変化
（反転）直後から、排気中のＨＣ、ＣＯ等と三元触媒中のＯ２とが反応可能である。そう
すると、空燃比の変化（反転）直後には、触媒コンバータ２５に到達したＨＣ、ＣＯ等は
三元触媒中のＯ２と反応し消費されるため、触媒コンバータ２５の下流側に排出されなく
なる。そして、三元触媒中のＯ２が消費されてＨＣ、ＣＯ等は三元触媒中のＯ２と反応が
収束した後に、ＨＣ、ＣＯなどが触媒コンバータ２５の下流側に排出され始める。その結
果、Ｏ２センサ２９の出力が変化する時期に遅れが生じる。従って、排気の温度が低温の
場合には、図２の下段のグラフに示すように、空燃比変化（反転）時のＡ／Ｆセンサ２７
の出力変化と、Ｏ２センサ２９の出力変化との時間差は長くなる。
【００４８】
　従って、空燃比変化（反転）時のＡ／Ｆセンサ２７の出力変化と、Ｏ２センサ２９の出
力変化との時間差より、排気の温度を推定することが可能である。図３には、空燃比変化
（反転）時のＡ／Ｆセンサ２７の出力変化とＯ２センサ２９の出力変化との時間差と、排
気の温度との関係のグラフを示す。
【００４９】
　一方、内燃機関１の圧縮比と排気の温度の間にも高い相関がある。すなわち、圧縮比が
高い場合には筒内の燃焼効率が高いために、燃料のエネルギーの多くが機関出力に用いら
れるため、排気温度は比較的低温になる。一方、圧縮比が低い場合には、燃焼効率が低い
ために、燃料のエネルギーのうち機関出力となる部分は比較的少なくなり、機関出力とな
らなかったエネルギーは排気に与えられて排気の温度が上昇する。図４には、機械圧縮比
と排気の温度との関係のグラフを示す。
【００５０】
　よって、空燃比変化（反転）時のＡ／Ｆセンサ２７の出力変化と、Ｏ２センサ２９の出
力変化との時間差を取得することで、その際の実際の圧縮比の値を取得することができる
。そして、取得された実際の圧縮比の値が、目標圧縮比の値から大きく外れている場合に
は、可変圧縮比機構９が異常であると判定することが可能である。
【００５１】
　図５には、本実施例における可変圧縮比機構異常判定ルーチンを示す。本ルーチンは、
ＥＣＵ９０のＲＯＭに記憶されたプログラムであり、内燃機関１の稼働中には所定期間毎
に実行されるルーチンである。
【００５２】
　本ルーチンが実行されると、まずＳ１０１においてＡ／Ｆセンサ２７及び、Ｏ２センサ
２９の故障診断が終了しており、作動が正常と判定されているか否かが判定される。この
Ａ／Ｆセンサ２７及び、Ｏ２センサ２９の故障診断は、別のルーチンによって所定期間毎
に実行される処理であり、例えば、Ａ／Ｆセンサ２７の故障診断としては、内燃機関１に
おける燃料噴射量を増減させ、その際の空燃比変化にＡ／Ｆセンサ２７の出力が追従する
か否かで診断する。また、Ｏ２センサ２９の故障診断としては、例えば、フューエルカッ
ト運転が開始された際に、所定期間以内にＯ２センサ２９の出力がリーンとなるか否かに
より診断する。
【００５３】
　ここでは、直近の故障診断によってＡ／Ｆセンサ２７及び、Ｏ２センサ２９の作動が正
常と判定された場合に各々ＯＮされるＡ／Ｆセンサ２７の故障診断フラグ及び、Ｏ２セン
サ２９の故障診断フラグの値を各々読み込むことで判定してもよい。ここで、Ａ／Ｆセン
サ２７及びＯ２センサ２９の作動が正常と判定された場合には、Ｓ１０２に進む。一方、
Ａ／Ｆセンサ２７またはＯ２センサ２９の作動が異常と判定された場合には、そのまま本
ルーチンを一旦終了する。
【００５４】
　Ｓ１０２においては、触媒コンバータ２５に備えられた三元触媒の故障診断が終了して
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おり、作動が正常と判定されているか否かが判定される。この三元触媒の故障診断も、別
のルーチンによって所定期間毎に実行される処理であり、例えば、排気の空燃比のリッチ
／リーンを連続的に反転させ、その際のＯ２センサ２９の出力波形が、触媒正常時の波形
から大きく変化していないことにより判定してもよい。ここでは、直近の触媒故障診断に
よって三元触媒が正常と判定された場合にＯＮされる触媒故障診断フラグの値を読み込む
ことによって判定してもよい。ここで三元触媒の作動が正常と判定された場合にはＳ１０
３に進む。一方、三元触媒の作動が異常と判定された場合には、そのまま本ルーチンを一
旦終了する。
【００５５】
　Ｓ１０３においては、可変圧縮比機構の異常判定の前提条件が成立しているか否かが判
定される。ここで可変圧縮比機構の異常判定の前提条件とは、まず、内燃機関１の運転状
態が、内燃機関１の圧縮比が後述する異常判定圧縮比に設定されても運転性能上問題のな
い範囲に属していることである。また、冷却水温または油温が充分に高く、内燃機関１の
暖機が終了していることである。Ｓ１０３において肯定判定された場合にはＳ１０４に進
む。一方、否定判定された場合には本ルーチンを一旦終了する。
【００５６】
　Ｓ１０４においては、可変圧縮比機構９に（ウォーム駆動モータ９ｆ）対して圧縮比の
変更指令が出力される。ここでは圧縮比を、異常判定用に予め定められた異常判定圧縮比
に変更する。また、内燃機関１においてポスト噴射が実行され、排気の空燃比がリーンか
らリッチへと変化（反転）される。なお、ここでポスト噴射を行う燃料噴射弁１７とＥＣ
Ｕ９０は空燃比切換手段に相当する。異常判定圧縮比は目標圧縮比に相当する。また、Ｓ
１０４の処理は圧縮比設定工程と空燃比切換工程に相当する。Ｓ１０４の処理が終了する
とＳ１０５に進む。
【００５７】
　Ｓ１０５においては、まず、Ａ／Ｆセンサ２７の出力変化と、Ｏ２センサ２９の出力変
化との間の時間差を取得し、この時間差より、排気の温度を導出する。具体的には図３に
示したグラフの内容をマップ化した時間差-温度マップより、検出された時間差に対応す
る排気の温度の値が読み出されることによって導出する。また、続いて、図４に示した、
排気の温度と圧縮比との関係を示したグラフの内容をマップ化した温度-圧縮比マップか
ら、得られた排気温度に対応した圧縮比の値を読み出すことによって、最終的に実際の圧
縮比の値が求められる。ここで、Ａ／Ｆセンサ２７の出力変化と、Ｏ２センサ２９の出力
変化との間の時間差を取得し、この時間差より排気の温度を導出するＥＣＵ９０は、温度
取得手段を構成する。また、Ｓ１０５の処理は、時間差検出工程と実圧縮比導出工程に相
当する。Ｓ１０５の処理が終了するとＳ１０６に進む。
【００５８】
　Ｓ１０６においては、Ｓ１０５で求められた実際の圧縮比の値と、ＥＣＵ９０からの指
令による異常判定圧縮比との差が許容値以下か否かが判定される。ここで許容値とは、実
際の圧縮比と異常判定圧縮比との差がこの値以下の場合には、可変圧縮比機構９が異常と
は言えないと判定される閾値であり、予め実験などにより求められる。この許容値は、本
実施例において所定値に相当する。ここにおいて肯定判定された場合には、Ｓ１０７に進
む。一方、否定判定された場合にはＳ１０８に進む。
【００５９】
　Ｓ１０７では、可変圧縮比機構９は正常と判定される。また、Ｓ１０８においては、可
変圧縮比機構９は異常と判定される。Ｓ１０７またはＳ１０８の処理が終了すると本ルー
チンを一旦終了する。なお、本実施例においてＳ１０６－Ｓ１０８の処理を実行するＥＣ
Ｕ９０は異常判定手段に相当する。また、Ｓ１０６－Ｓ１０８の処理は異常判定工程に相
当する。
【００６０】
　以上、説明したように、本実施例においては、Ａ／Ｆセンサ２７の出力変化と、Ｏ２セ
ンサ２９の出力変化との時間差を取得し、この時間差より排気の温度を導出する。また、
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導出された排気の温度から実際の圧縮比の値が求め、異常判定圧縮比と実際の圧縮比との
差が許容値より大きいの場合には、可変圧縮比機構が異常と判定することとした。
【００６１】
　これによれば、新たなセンサなどを設けることなく、既設の部材を用いて実際の圧縮比
を取得することができ、簡単な構成及び処理によって可変圧縮比機構の異常判定を行なう
ことができる。
【実施例２】
【００６２】
　次に、本発明における実施例２について説明する。本実施例においては、Ａ／Ｆセンサ
２７の出力変化と、Ｏ２センサ２９の出力変化との時間差より、実際の圧縮比の値を求め
る処理を、異なる２つの異常判定圧縮比において実行し、２つ異常判定圧縮比の差分と、
各々について取得された実際の圧縮比の差分との差によって、可変圧縮比機構の異常を判
定する例について説明する。
【００６３】
　図６には、本実施例における可変圧縮比機構異常判定ルーチン２のフローチャートを示
す。本ルーチンと、実施例１で説明した可変圧縮比機構異常判定ルーチンとの相違点は、
本ルーチンでは、Ｓ１０４～Ｓ１０６の処理の代わりにＳ２０１～Ｓ２０５の処理が実行
される点である。以下、本ルーチンと、可変圧縮比機構異常判定ルーチンとの相違点につ
いてのみ説明する。
【００６４】
　本ルーチンにおいてＳ１０３の処理が終了するとＳ２０１に進む。Ｓ２０１においては
、可変圧縮比機構９に（ウォーム駆動モータ９ｆ）対して圧縮比の変更指令が出力される
。ここでは、異常判定用に予め定められた第１異常判定圧縮比に変更される。また、内燃
機関１においてポスト噴射が実行され、空燃比がリーンからリッチへと変化（反転）され
る。ここで第１異常判定圧縮比は第１目標圧縮比に相当する。Ｓ２０１の処理が終了する
とＳ２０２に進む。
【００６５】
　Ｓ２０２においては、まず、Ａ／Ｆセンサ２７の出力変化と、Ｏ２センサ２９の出力変
化との間の時間差を取得し、この時間差より、図３に示したグラフの内容をマップ化した
時間差-温度マップより、排気の温度が導出する。また、続いて、図４に示した、排気の
温度と圧縮比との関係を示したグラフの内容をマップ化した温度-圧縮比マップから、実
際の第１圧縮比の値が求められる。この実際の第１圧縮比は本実施例において第１実圧縮
比に相当する。Ｓ２０２の処理が終了するとＳ２０３に進む。
【００６６】
　Ｓ２０３においては、可変圧縮比機構９に（ウォーム駆動モータ９ｆ）対して圧縮比の
変更指令が出力される。ここでは、異常判定用に第１異常判定圧縮比とは別に定められた
第２異常判定圧縮比に変更される。また、内燃機関１においてポスト噴射が実行され、空
燃比がリーンからリッチへと変化（反転）される。ここで第２異常判定圧縮比は第２目標
圧縮比に相当する。Ｓ２０３の処理が終了するとＳ２０４に進む。
【００６７】
　Ｓ２０４においては、まず、Ａ／Ｆセンサ２７の出力変化と、Ｏ２センサ２９の出力変
化との間の時間差を取得し、この時間差より、図３に示したグラフの内容をマップ化した
時間差-温度マップより、排気の温度が導出される。また、続いて、図４に示した、排気
の温度と圧縮比との関係を示したグラフの内容をマップ化した温度-圧縮比マップから、
実際の第２圧縮比の値が求められる。ここで実際の第２圧縮比は本実施例において第２実
圧縮比に相当する。Ｓ２０４の処理が終了するとＳ２０５に進む。
【００６８】
　Ｓ２０５においては、Ｓ２０２で求められた実際の第１圧縮比の値とＳ２０４で求めら
れた実際の第２圧縮比との差分と、ＥＣＵ９０からの指令による第１目標圧縮比と第２目
標圧縮比との差分との差が許容値以下か否かが判定される。ここで許容値は本実施例にお



(13) JP 2010-24859 A 2010.2.4

10

20

30

40

50

いて所定値に相当する。ここにおいて肯定判定された場合には、Ｓ１０７に進む。一方、
否定判定された場合にはＳ１０８に進む。
【００６９】
　なお、上記の可変圧縮比機構異常判定ルーチン２では、Ｓ２０２及び、Ｓ２０４におい
て、実際の第１圧縮比と、実際の第２圧縮比を各々導出したが、いずれか片方については
、過去において導出された値、例えば、前回のトリップ（イグニッションＯＮ～イグニッ
ションＯＦＦ）において導出された値を用いるようにしてもよい。そうすれば、可変圧縮
比機構の異常判定の処理をより簡略化することができる。
【００７０】
　以上、説明したように、本実施例では、Ａ／Ｆセンサ２７の出力変化と、Ｏ２センサ２
９の出力変化との時間差から、異なる２つの異常判定圧縮比において、各々実際の圧縮比
を求めた。そして、２つの異常判定圧縮比の差分と、各々について導出された２つの実際
の圧縮比の差分との差が、許容値以下であれば、可変圧縮比機構９は正常であると判定し
た。
【００７１】
　これによれば、異常判定圧縮比の変化分と、実際の圧縮比の変化分とを比較して異常判
定を行うので、実際の圧縮比の導出過程における測定値の絶対値の誤差要因をキャンセル
することができ、より正確に可変圧縮比機構９の異常判定を行なうことができる。
【００７２】
　なお、上記の実施例においてはいずれも、Ａ／Ｆセンサ２７の出力変化と、Ｏ２センサ
２９の出力変化との間の時間差を取得し、この時間差より、排気の温度を導出するという
温度取得手段の例について説明した。しかしながら、本発明における温度取得手段はこれ
に限られるものではない。例えば、排気管２１または触媒コンバータ２５に温度センサを
設けてもよい。
【００７３】
　また、本発明における可変圧縮比機構は図１に示したものに限定されるものではない、
例えば、コンロッドを２分割し、クランクシャフトに連結された方のコンロッドに所定の
揺動中心を中心に揺動可能な揺動部材を連結し、前記揺動中心がカム軸を回転させること
によって移動することで燃焼室の容積及びピストンのストロークを変更し、以って内燃機
関の圧縮比を変更する機構や他の可変圧縮比機構に対して本発明を適用することも可能で
ある。
【００７４】
　また、本発明における排気浄化触媒は三元触媒に限定されない。吸蔵還元型ＮＯx触媒
など他の種類の触媒に対して適用が可能である。さらに、上流側空燃比センサと下流側空
燃比センサの組合せとしては、上流側にＡ／Ｆセンサ、下流側にＯ２を配置する組合せ以
外の組合せでもよい。例えば、上流側と下流側両方にＡ／Ｆセンサを備えるようにしても
よい。
【００７５】
　また、上記の実施例の例えばＳ１０５の処理においては、まず、Ａ／Ｆセンサ２７の出
力変化と、Ｏ２センサ２９の出力変化との間の時間差を取得し、この時間差より、図３に
示したグラフの内容をマップ化した時間差-温度マップを利用して、排気の温度を導出し
た。そして、排気の温度より、図４に示した、排気の温度と圧縮比との関係を示したグラ
フの内容をマップ化した温度-圧縮比マップを用いて、最終的に実際の圧縮比の値を導出
した。しかしながら、例えば、上記の時間差-温度マップと、温度－圧縮比マップを組合
せたマップを用いて、Ａ／Ｆセンサ２７の出力変化と、Ｏ２センサ２９の出力変化との間
の時間差から、実際の圧縮比の値を直接に導出しても構わない。
【実施例３】
【００７６】
　次に、本発明の実施例３について説明する。本実施例においては、実施例１で説明した
可変圧縮比機構異常判定ルーチンによる制御のように、Ａ／Ｆセンサ２７の出力変化と、
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Ｏ２センサ２９の出力変化との間の時間差から、最終的に実際の圧縮比の値を導出し、実
際の圧縮比と異常判定圧縮比との差が許容値以下か否かによって可変圧縮比機構の異常判
定を行うのでなく、Ａ／Ｆセンサ２７の出力変化と、Ｏ２センサ２９の出力変化との間の
時間差が許容時間差以下か否かによって異常判定を行う例について説明する。
【００７７】
　図７には、本実施例における可変圧縮比機構異常判定ルーチン３のフローチャートを示
す。本ルーチンと可変圧縮比機構異常判定ルーチンとの相違点は、Ｓ１０５及びＳ１０６
の処理の代わりにＳ３０１及びＳ３０２の処理が行なわれる点である。以下、本ルーチン
と可変圧縮比機構異常判定ルーチンとの相違点についてのみ説明する。
【００７８】
　Ｓ３０１においては、Ａ／Ｆセンサ２７の出力変化と、Ｏ２センサ２９の出力変化との
間の時間差を取得する。これについては、Ｓ１０５の処理の一部と同等の処理である。Ｓ
３０１の処理が終了するとＳ３０２に進む。
【００７９】
　Ｓ３０２においては、Ｓ３０１において取得されたＡ／Ｆセンサ２７の出力変化と、Ｏ

２センサ２９の出力変化との間の時間差が許容時間差以下か否かが判定される。ここで許
容時間差は、可変圧縮比機構異常判定ルーチンのＳ１０６における許容値（圧縮比の差）
を、図３に示したグラフの内容をマップ化した時間差-温度マップと、図４に示した、排
気の温度と圧縮比との関係を示したグラフの内容をマップ化した温度-圧縮比マップとを
用いて変換し、許容される出力変化時期の差を求めたものである。この許容時間差を求め
る際に用いられた、異常判定圧縮比に対応する出力変化の時間差は、本実施例において目
標圧縮比に関する指標値である。
【００８０】
　これによれば、Ａ／Ｆセンサ２７の出力変化と、Ｏ２センサ２９の出力変化との間の時
間差を許容時間差と比較することで、可変圧縮比機構の異常判定を行うことができ、異常
判定の処理をより簡略化することができる。
【実施例４】
【００８１】
　次に、本発明の実施例４について説明する。本実施例においては、実施例２で説明した
可変圧縮比機構異常判定ルーチン２による制御を簡略化した。すなわち、実施例２におい
ては、Ａ／Ｆセンサ２７の出力変化と、Ｏ２センサ２９の出力変化との時間差より、実際
の圧縮比の値を求める処理を、異なる２つの異常判定圧縮比において実行し、２つ異常判
定圧縮比の差分と、各々について取得された実際の圧縮比の差分との差が許容値以下か否
かによって、可変圧縮比機構の異常を判定した。これに対し、本実施例では、Ａ／Ｆセン
サ２７の出力変化と、Ｏ２センサ２９の出力変化との時間差を、異なる２つの異常判定圧
縮比において取得し、２つの異常判定圧縮比において取得された時間差の差分が許容差分
以下か否かによって可変圧縮比機構の異常判定を行う。
【００８２】
　図８には、本実施例における可変圧縮比機構異常判定ルーチン４のフローチャートを示
す。本ルーチンと可変圧縮比機構異常判定ルーチン２との相違点は、Ｓ２０２、Ｓ２０４
、Ｓ２０５の処理の代わりにＳ４０１、Ｓ４０２及びＳ４０３の処理が行なわれる点であ
る。以下、本ルーチンと可変圧縮比機構異常判定ルーチン２との相違点についてのみ説明
する。
【００８３】
　Ｓ４０１においては、Ａ／Ｆセンサ２７の出力変化と、Ｏ２センサ２９の出力変化との
間の時間差（第１時間差）を取得する。これについては、Ｓ２０２の処理の一部と同等の
処理である。
【００８４】
　同じくＳ４０２においては、Ａ／Ｆセンサ２７の出力変化と、Ｏ２センサ２９の出力変
化との間の時間差（第２時間差）を取得する。これについても、Ｓ２０４の処理の一部と
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同等の処理である。
【００８５】
　Ｓ４０３においては、Ｓ４０１において取得された第１時間差と、Ｓ４０２において取
得された第２時間差との差分が許容差分以下か否かが判定される。ここで許容差分は、可
変圧縮比機構異常判定ルーチン２のＳ２０５における許容値（圧縮比の差分の差）を、図
３に示したグラフの内容をマップ化した時間差-温度マップと、図４に示した、排気の温
度と圧縮比との関係を示したグラフの内容をマップ化した温度-圧縮比マップとを用いて
変換し、許容される出力変化の時間差の差分を求めたものである。この許容差分を求める
際に用いられた、第１異常判定圧縮比及び第２異常判定圧縮比に対応する出力変化の時間
差は、本実施例において目標圧縮比に関する指標値である。
【００８６】
　これによれば、第１異常判定圧縮比と第２異常判定圧縮比の２つの異なる圧縮比におい
て取得された、Ａ／Ｆセンサ２７の出力変化と、Ｏ２センサ２９の出力変化との間の時間
差（第１時間差と第２時間差）の差分を、閾値としての許容差分と比較することで、可変
圧縮比機構の異常判定を行うことができ、異常判定の処理をより簡略化することができる
。
【００８７】
　なお、上記の可変圧縮比機構異常判定ルーチン４では、Ｓ４０１及び、Ｓ４０２におい
て、第１時間差と第２時間差とを各々取得したが、いずれか片方については、過去におい
て取得した値、例えば、前回のトリップ（イグニッションＯＮ～イグニッションＯＦＦ）
において取得した値を用いるようにしてもよい。そうすれば、可変圧縮比機構の異常判定
の処理をさらに簡略化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】本発明の実施例に係る内燃機関の概略構成を示す断面図である。
【図２】本発明の実施例において、空燃比を変化させた場合の、Ａ／ＦセンサとＯ２セン
サの出力信号の変化を示すグラフである。
【図３】本発明の実施例における、Ａ／ＦセンサとＯ２センサの出力信号の変化時期の差
と排気の温度との関係を示すグラフである。
【図４】本発明の実施例における、機械圧縮比と排気の温度との関係を示すグラフである
。
【図５】本発明の実施例１に係る可変圧縮比機構異常判定ルーチンを示すフローチャート
である。
【図６】本発明の実施例２に係る可変圧縮比機構異常判定ルーチン２を示すフローチャー
トである。
【図７】本発明の実施例３に係る可変圧縮比機構異常判定ルーチン３を示すフローチャー
トである。
【図８】本発明の実施例４に係る可変圧縮比機構異常判定ルーチン４を示すフローチャー
トである。
【符号の説明】
【００８９】
１・・・・可変圧縮比内燃機関（内燃機関）
２・・・・シリンダ
３・・・・シリンダブロック
４・・・・クランクケース
５・・・・吸気弁
６・・・・排気弁
７・・・・吸気側カム
８・・・・排気側カム
９・・・・可変圧縮比機構
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１３・・・・クランク軸
１５・・・・ピストン
１６・・・・点火バルブ
１７・・・・燃料噴射弁
１８・・・・吸気ポート
１９・・・・吸気管
２０・・・・排気ポート
２１・・・・排気管
２２・・・・スロットル弁
２５・・・・触媒コンバータ
２７・・・・Ａ／Ｆセンサ
２９・・・・Ｏ２センサ
９０・・・・ＥＣＵ
９１・・・・クランクポジションセンサ
９２・・・・アクセルポジションセンサ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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